
10年（平成38年3月31日まで）原議保存期間

一種（平成38年3月31日まで)有 効 期 間

各 地 方 機 関 の 長 警察庁丙組薬銃発第 1 1 号
殿

各都道府県警察の長 平 成 2 7 年 4 月 2 日

（参考送付先） 警察庁刑事局組織犯罪対策部長

庁 内 各 局 部 課 長

各 附 属 機 関 の 長

関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行について（通達）

関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律（平成27年法律第10号。以下「改正

法」という。別添１参照）は、平成27年３月31日に公布され、同年４月１日から施行され

ることとなった。

改正法による改正後の関税法（昭和29年法律第61号。以下「法」という。別添２参照）

の概要等及び運用上の留意事項は、下記のとおりであるので、事務処理上遺漏のないよう

にされたい。

記

１ 趣旨及び概要

改正前の法上では、税関が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）に規定す

る指定薬物（医療等の用途に供するものを除く。以下「違法指定薬物」という。）を発

見した場合でも、それらを没収し廃棄することができず、また一部の場合を除き犯則調

査を実施できないなど、税関による主体的な調査や取締りに一定の制約が生じていた。

そこで、この度、違法指定薬物を法上の「輸入してはならない貨物」に追加し、税関

による違法指定薬物の没収や廃棄、犯則調査を可能とするとともに、違法指定薬物の輸

入に対する罰則を強化することでその抑止力を高め、危険ドラッグの水際取締りの実効

を期すこととしたものである。（法第69条の11関係）

２ 運用上の留意事項

今般の改正により、違法指定薬物の輸入については、医薬品医療機器等法上の規定よ

りも重い罰則が科されることとなるのみならず、税関による犯則調査が促進され、税関

を始め関係機関との情報共有及び連携した水際対策の機会が増大することが見込まれる

ことから、当該情報共有及び連携に支障が生じることのないよう、本件改正の内容につ

いて、関係職員に対する指導教養に遺漏のないようにすること。

また、国内荷受人等に対する突き上げ捜査を一層積極的に推進すること。














